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本市では，平成８年度に障がいのある方の施策に関する基本的な方向を示す旭川市

障害者計画を策定し，障害者自立支援法の施行などの制度変更に対応するため，平成

１７年度に第２次旭川市障害者計画を策定し，各種施策の推進に取り組んでまいりま

した。 

 第２次計画の期間内には，障害者虐待防止法の制定，障害者基本法の改正，障害者

自立支援法から障害者総合支援法への改正，障害者優先調達法の制定，障害者差別解

消法の制定，障害者雇用促進法の改正など，障がい者福祉に関する法制度の改革が相

次いで行われました。障がいのある方を取り巻く環境は１０年前とは大きく変化して

おり，それに対応した新たな計画の策定が求められたところであります。 

 これらの状況を踏まえ，このたび策定した第３次旭川市障がい者計画は，今後も予

想される制度変更に柔軟に対応するため，計画期間を５年間としております。 

 計画の基本理念は，「障がいのある人もない人も，その人らしく，互いに支え合い

ながら安心して暮らすことのできるまちづくり」であります。この理念に基づき，適

切な福祉サービスを提供する体制の充実，障がいのある人の自立と社会参加の促進，

バリアフリー社会の実現や障がい者差別の解消の推進を目指した取組を進めてまい

るます。 

 目標の実現に向けては，関係機関・団体をはじめ，多様な地域福祉の担い手の方々

と連携・協力していくことが，障がいのある人の多様なニーズに対応していく方策と

考えておりますので，今後とも関係者の皆様のより一層の御支援をお願い申し上げま

す。 

最後に，本計画の策定に当たり，多くの貴重な御意見や御提言をいただきました旭

川市障害者計画策定部会の委員の皆様をはじめ，障害者団体の皆様並びにアンケート

調査等に御協力いただいた市民の皆様に心から感謝を申し上げます。 

平成 28年（2016年）７月 

旭川市長 西 川 将 人  
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